
学校給食用パン委託加工の流れ 

 
 

          ↑      ｜                          ↑          ｜     ↑ 

          ｜      ｜                          ｜          ｜     ｜ 

       ④注文・指示  ⑥配送・納入(概ね当日午前 11時半まで)        ①供給契約の締結     ⑧請 求  ⑨支 払 

          ｜      ｜                          ｜年間需要計画の確認 ｜     ｜ 

          ｜      ↓                          ↓          ↓     ｜ 

 

委託加工工場 

⑤ 加 工 (原則として当日焼成) 

仕込み、分割・成型、焼成、包装 

（食塩、イースト、鉄板油、分割油は必要に 

応じて購入。その費用は加工賃に反映） 

※ 契約事項及び学校給食用パン加工工場 

衛生管理基準の遵守 

 

←―――― ②委託契約 ――――――→  

委託校の指定、加工賃の通知 

←―――― ③原料の配送 ―――――― 

 小麦粉、ショートニング、砂糖、脱脂粉乳 

（需要月の前月末日までに配送） 

――― ⑦納入報告書の提出 ――――→ 

←――― ⑩加工賃の支払 ―――――― 

（需要月の翌月２5日までに送金） 

←― ⑪報告の聴取・検査の実施 ――― 

(公財)愛媛県学校給食会 

   

※ 受給計画に基づく原料の調達、 

加工賃及びパン価格の算定等 

学校給食パン供給システムの 

管理 

 

市町教育委員会等 

学校給食センター、共同調理場、小学校、中学校、特別支援学校 


